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損
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取
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国
際
的
な
原
子
力
損
害
賠
償
関
連
条
約
へ
の
政
府
の
取
り
組
み
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
五
年
五
月
二
日
、
加
茂
佳
彦
駐
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
大
使
と
カ
ア
ビ
ー
国
際
原
子
力
機
関
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
常

駐
代
表
と
の
間
で
、
「
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
政
府
と
の
間
の

協
定
」
へ
の
署
名
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
平
成
二
十
五
年
五
月
三
日
、
タ
ネ
ル
・
ユ
ル
ド
ゥ
ズ
・
ト
ル
コ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
天

然
資
源
大
臣
に
よ
り
「
平
和
的
目
的
の
た
め
の
原
子
力
の
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ト
ル
コ
共
和
国
政
府

と
の
間
の
協
定
」
へ
の
署
名
が
行
わ
れ
た
（
日
本
側
に
お
い
て
は
平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日
に
岸
田
文
雄
外
務
大
臣
が
署

名
）
。
政
府
は
、
国
会
に
よ
る
承
認
手
続
き
に
向
け
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
協
定
に
つ
き
第
百
八
十
五
回
臨
時
国
会
に
提
出
を
予

定
し
て
い
る
。

一
方
、
国
際
的
な
原
子
力
損
害
賠
償
関
連
条
約
に
対
し
て
は
、
政
府
は
い
ま
だ
加
盟
の
是
非
に
つ
き
最
終
的
な
判
断
を
示
し

て
い
な
い
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
八
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
て
、
岸
田
文
雄
外
務
大
臣
は
「
原
子
力
損
害
賠
償
関
連
条
約
と
し
て

は
、
パ
リ
条
約
、
そ
し
て
ウ
ィ
ー
ン
条
約
、
さ
ら
に
は
原
子
力
損
害
の
補
完
的
補
償
に
関
す
る
条
約
（
Ｃ
Ｓ
Ｃ
）
、
こ
の
三
つ

の
系
統
が
存
在
い
た
し
ま
す
が
、
被
害
者
の
救
済
、
我
が
国
法
制
度
と
の
整
合
性
等
の
観
点
か
ら
、
現
在
、
こ
の
Ｃ
Ｓ
Ｃ
を
最

一



も
有
力
な
候
補
と
し
て
検
討
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
な
お
、
Ｃ
Ｓ
Ｃ
に
関
し
て
は
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
モ

ニ
ー
ツ
米
国
エ
ネ
ル
ギ
ー
長
官
が
平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
四
日
に
茂
木
経
済
産
業
大
臣
と
会
談
し
た
際
に
米
国
は
十
二
箇
月

以
内
に
発
効
す
る
と
い
う
目
標
に
つ
い
て
言
及
し
た
事
か
ら
も
条
約
発
効
の
機
運
が
高
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
事
情
を
踏
ま
え
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

政
府
の
国
際
的
な
原
子
力
損
害
賠
償
関
連
条
約
加
盟
に
対
す
る
現
状
で
の
具
体
的
な
取
り
組
み
お
よ
び
今
後
の
方
針
を
示

さ
れ
た
い
。

二

政
府
の
Ｃ
Ｓ
Ｃ
へ
の
加
盟
に
つ
い
て
現
状
に
お
け
る
具
体
的
な
取
り
組
み
お
よ
び
今
後
の
方
針
を
示
さ
れ
た
い
。

三

日
本
国
と
し
て
国
際
的
な
原
子
力
損
害
賠
償
関
連
条
約
に
非
加
盟
の
状
況
下
、
政
府
と
し
て
は
国
外
で
の
原
子
力
事
故
の

損
害
賠
償
責
任
を
一
切
負
う
事
は
な
い
の
か
、
回
答
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


